
６．安全な交通の確保

（１）安全かつ円滑な通行の確保
ア 生活道路対策の推進
全交通事故死者に占める歩行者の割合は３割を超えており、歩行者の安全を確保することが

重要な課題であることから、障害のある人を含む全ての人が安全に安心して道路を通行できる
よう、生活道路等において、警察と道路管理者が緊密に連携し、最高速度30キロメートル毎時
の区域規制とハンプ等の物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとす
る区域を「ゾーン30プラス」として設定し、車両の速度抑制対策や通過交通の進入抑制対策、
外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良等を推進している。

イ 利用する視点からの歩行空間の整備
歩行空間の整備に当たっては、様々な利用者の視点を踏まえて整備され、整備後も、不法占

用や放置自転車のない歩行環境が確保されるよう、行政と住民・企業など地域が一体となった
取組を行っていく必要がある。このようなことから、様々な利用する人の視点に立って道路交
通環境の整備が行われ、適切な利用が図られるよう、「交通安全総点検」の点検結果を新規整
備の際に活用するなど計画段階から住民が参加した整備を推進している。
　また、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため作
成されている「交通の方法に関する教則」（昭和53年国家公安委員会告示第３号）において、自転
車を駐車する際には点字ブロック上及びその近辺に駐車しないようにすべきことを明記している。

ウ 障害のある人等の利用に配慮した信号機等の設置
音響により信号表示の状況を知らせる音響信号機、信号表示面に青時間までの待ち時間及び

青時間の残り時間を表示する経過時間表示機能付き歩行者用灯器、歩行者等と車両が通行する
時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式信号、歩行者青時間の延長を行うPICS（歩行者
等支援情報通信システム）等のバリアフリー対応型信号機等の整備を推進している。

エ 障害のある人等が運転しやすい道路交通環境の整備
障害のある人を含む全ての人が安心して運転できるよう、ゆとりある道路構造の確保や視環

境の向上、疲労運転の防止等を図ることとし、道の駅等の休憩施設の整備、付加車線（ゆずり
車線）の整備、道路照明の増設を行うとともに、高速道路等のサービスエリア（SA）やパー
キングエリア（PA）、自動車駐車場等において高齢者障害者等用便房（バリアフリートイレ）
や障害者等用駐車スペース等の設置を実施しているほか、信号灯器のLED化、道路標識・道
路標示の高輝度化、交通情報提供装置の整備、道路情報板、情報ターミナル等の道路情報提供

種 類 基　数
高齢者等感応信号機 6,506基
歩行者感応信号機 1,173基
視覚障害者用付加装置 20,838基
音響式歩行者誘導付加装置 4,476基
歩行者支援装置 713基
資料：警察庁

■図表５-10　バリアフリー対応型信号機の設置状況（2021年度末）
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装置やそれを支える光ファイバ網等の情報通信基盤の整備を推進している。
　また、「道路交通法」（昭和35年法律第105号）においては、肢体不自由を理由として免許に
条件を付された者が、身体障害者標識を表示して普通自動車を運転している場合には、他の運
転者は、危険防止のためやむを得ない場合を除いて、その普通自動車に対して幅寄せや割込み
をすることが禁止されている。
　さらに、同法においては、身体に障害のある歩行者等その通行に支障がある歩行者が道路を
横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があったときその他必
要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、当該歩行者が安全
に道路を横断することができるように努めなければならないこととし、車両等の運転者は、身
体に障害のある歩行者等その通行に支障のある者が通行しているときは、その通行を妨げない
ようにしなければならないこととされている。
　聴覚障害のある人の自動車の運転については、補聴器を使用して一定の音が聞こえる人は、
補聴器を使用することを条件に、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、及び
大型特殊自動車（バスやタクシー等の旅客自動車等を含む）を運転することができる。また、
補聴器を使用しても一定の音が聞こえない人は、ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装
置の使用を条件に、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる。
　なお、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車の免許につい
ては、聴力の適性試験が廃止されている。
　補聴器を使用しても一定の音が聞こえない人が準中型自動車又は普通自動車を運転する際に
は、聴覚障害者標識の表示が義務付けられており、聴覚障害者標識を表示した自動車に対する
幅寄せや割込みは禁止されている。警察では、聴覚障害者標識に関する広報啓発を行うととも
に、聴覚障害のある人が安全に運転できるよう、関係団体と連携し、免許取得時の教習等の充
実や周囲の運転者が配慮すべき事項についての安全教育に努めている。
　さらに、警察では、障害のある人や高齢者が安全で余裕のある駐車ができるよう、都道府県
公安委員会が交付した専用場所駐車標章を掲示した普通自動車に限り、指定された区間・場所
に駐車又は停車することができる高齢運転者等専用駐車区間を整備している。

オ　走行音の静かなハイブリッド車等への対策
　ハイブリッド車や電気自動車は、「音がしなくて危険と感じる」との意見が寄せられていた
ことを受け、国土交通省においては、2010年１月に「ハイブリッド車等の静音性に関する対策
のガイドライン」を定めるとともに、本ガイドラインを基に、2016年３月に国連において日本
が策定を主導してきた国際基準を策定した。2016年10月に「道路運送車両の保安基準」（昭和
26年運輸省令第67号）等の一部を改正した。この改正により、ハイブリッド車等に車両接近通
報装置の搭載を義務付け、歩行者等の安全の確保を図っている。

カ　ITSの推進と自動運転の実現に向けた取組
　過疎地域等地方における移動手段の確保や、ドライバー不足への対応等が喫緊の課題である
ことを踏まえ、障害のある人、高齢者等の安全快適な移動に資するTSPS（信号情報活用運転支
援システム）、ETC2.0等のITS（高度道路交通システム）のサービス展開を実施するとともに、
高度自動運転システムの開発や、障害のある人、地方、高齢者等向けの無人自動運転移動サー
ビス実現に取り組んでいる。
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①　TSPS（信号情報活用運転支援システム）
　運転者に信号交差点への到着時における信号灯火等に関する情報を事前に提供すること
で、ゆとりある運転を促し、急停止・急発進に伴う交通事故の防止等を図っている。

②　ETC2.0
　ETC2.0を活用し、広域的な渋滞情報の提供や、カーブ先の見えない渋滞といった危険な
状況の注意喚起など、交通の円滑化と安全に向けた取組を進めている。
　また、路側機から収集される速度や利用経路、急ブレーキのデータなど、多種多様できめ
細かいビッグデータを活用して、ピンポイント渋滞対策や交通事故対策など、安全な生活道
路づくりに取り組んでいる。

資料：警察庁

資料：国土交通省
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（２）歩行者に対する保護意識の高揚等
　運転者に対しては、障害のある人を含む全ての歩行者に対する保護意識の高揚を図るため、関
係機関・団体と連携し、運転者教育、安全運転管理者による指導その他広報啓発活動を推進して
いる。
　また、障害のある人に対しては、字幕入りビデオの活用や参加・体験・実践型の交通安全教室
の開催等により、交通安全のために必要な技能及び知識を習得できるよう、障害の程度に応じた
きめ細かい交通安全教育を推進している。

（３）電動車椅子の型式認定
　「道路交通法」上、一定の基準に該当する原動機を用いる身体障害者用の車椅子を通行させて
いる者は歩行者とされるが、2022年度において、その基準に該当する４型式が型式認定された。

（４）運転免許取得希望者への配慮
　身体に障害のある運転免許取得希望者の利便の向上を図るため、各都道府県警察の運転免許試
験場に、スロープ、エレベーター等を整備することに努めているほか、安全運転相談窓口を設け、
身体に障害のある人の運転適性について知識の豊富な職員を配置して、運転免許取得に関する相
談に対応している。
　また、身体に障害のある人が、身体の状態に応じた条件を付すことにより、自動車の安全な運
転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、身体に障害のある人のために改造を行った
持込み車両等による技能試験を受けることができることとしているほか、指定自動車教習所に対
しても、身体に障害のある人の持込み車両による教習の実施や、身体に障害のある人の教習に使
用できる車両や取付部品の整備、施設の改善等を指導している。
　このほか、知的障害のある運転免許取得希望者の利便の向上を図るため、学科試験の実施に当
たり、試験問題の漢字に振り仮名を付けるなどの対応をしている。

身体障害者標識 聴覚障害者標識

■図表５-11　条件付運転免許の保有者数（2022年末現在）

条　　　　　件 人　数
補聴器の使用 39,300人
補聴器の使用（使用しない場合はワイドミラー又は補助ミラー又は後方等確認装置と聴覚障�
害者標識を付けた普通自動車又は準中型自動車に限定） 786人

ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置を付けた普通自動車又は準中型自動車に限定 1,466人
身体障害者用車両に限定 178,448人
義手、義足又は装具の条件 3,797人

合　　　　計 223,797人
注：上記区分中、２種類以上の条件が付されている場合は、表の上側となる区分に計上。
資料：警察庁「運転免許統計令和４年版」
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７．防災、防犯対策の推進

（１）防災対策
ア　防災対策の基本的な方針

　｢災害対策基本法」の一部改正
　2011年３月11日に発生した東日本大震災を経験し、防災対策における障害のある人や高齢者、
乳幼児等の「要配慮者」に対する措置の重要性が一層高まったところである。
　このため、障害のある人や高齢者などの多様な主体の参画を促進し、地域防災計画に多様な
意見を反映できるよう、地方防災会議の委員として、自主防災組織を構成する者又は学識経験
のある者を追加すること等を盛り込んだ「災害対策基本法」（昭和36年法律第223号）の改正が
行われた（「災害対策基本法の一部を改正する法律」（平成24年法律第41号））（2012年改正）。
　その後、2012年改正で残された課題や、「防災対策推進検討会議」の最終報告書（2012年７
月31日）等を踏まえ、市町村長に要配慮者のうち災害時の避難行動に特に支援を要する避難行
動要支援者について名簿を作成することを義務付けること、主として要配慮者を滞在させるこ
とが想定される避難所に適合すべき基準を設けること等を盛り込んだ法改正が行われた（「災
害対策基本法等の一部を改正する法律」（平成25年法律第54号。2013年改正。）。
　避難行動要支援者名簿は、99.9％（2022年１月１日現在）の市町村において作成されるなど、
普及が進んだものの、令和元年台風第19号や令和２年７月豪雨など近年の災害においても、多
くの高齢者等が被害を受けていた。
　令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループの最終報
告書「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方について（最終とりまとめ）」
（2020年12月24日。以下本章では「最終報告書」という。）等を踏まえ、避難行動要支援者の
円滑かつ迅速な避難の確保を図る観点から、避難行動要支援者ごとに避難支援を行う者や避難
先等の情報を記載した個別避難計画の作成を市町村長の努力義務とすること等を盛り込んだ法
改正が行われた（「災害対策基本法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第30号））（2021年
改正）。

イ　要配慮者対策等の推進
　2013年改正を受け、避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体的手順等を盛り込んだ「避
難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を2013年８月に策定・公表した。
　また、2013年改正においては、避難所における生活環境の整備等に関する努力義務規定も設
けられ、この取組を進める上で参考となるよう、主に、避難所運営に当たって避難者の支援に
おける留意点等を盛り込んだ、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を
策定・公表した。2015年度においては、避難所や福祉避難所の指定の推進、避難所のトイレの
改善、要配慮者への支援体制の構築等に係る課題について、有識者による検討会を開催し、幅
広く検討を行った。これらの検討を踏まえて、2016年度においては、市町村におけるより一層
の取組を促進するため、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を改定す
るとともに、「避難所運営ガイドライン」、「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」、
「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を策定して公表した。
　2021年改正を踏まえ、2021年５月、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」
に個別避難計画の作成・活用に係る具体的手順等を追加する改正を行った。また、最終報告書
を踏まえ、福祉避難所に受け入れる対象者を特定する公示制度を創設し、個別避難計画等と組
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み合わせ、福祉避難所への直接の避難が促進されるよう、2021年５月、「災害対策基本法施行
規則」（昭和37年総理府令第52号）、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等の改正を行っ
た。
　さらに、2022年４月には、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」、「避
難所運営ガイドライン」、「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」について、近年、
避難所をめぐって、感染症対策、生活環境等の改善、立地状況に応じた適切な開設・防災機能
設備等の確保、女性の視点を踏まえた避難所運営などの対応が必要となっていることから改定
し、公表した。
　市町村が、要配慮者にも配慮した、避難所、避難路等の整備を計画的、積極的に行えるよう、
「防災基盤整備事業」等により支援し、地方債の元利償還金の一部について交付税措置を行っ
ている。
　また、地域防災計画上、社会福祉施設など要配慮者等の避難所となる公共施設のうち、耐震
改修を進める必要がある施設についても「公共施設等耐震化事業」等により支援し、地方債の
元利償還金の一部について交付税措置を行っている。
　「防災基盤整備事業」の一つとして「災害時要援護者緊急通報システム」の普及に努めると
ともに、要配慮者が入所する施設における避難対策の強化等の防火管理の充実について消防機
関に周知している。
　地域や企業等における各種防災訓練の際に、要配慮者を重点とした避難誘導訓練を実施し、
防災意識の高揚を図っている。
　各都道府県警察においては、巡回連絡等を通じて障害のある人の防災に関する知識の普及等
障害のある人に対する支援体制の整備促進に努めている。
　災害時においては、建物の崩壊、道路の損壊等による交通の混乱が予想されることから、プ
ローブ情報を収集できる高度化光ビーコン、交通情報板等の整備を推進し、災害時に障害のあ
る人等を救援するための緊急通行車両等の通行を確保するとともに、災害時の停電による信号
機の機能停止に備え、信号機電源付加装置の整備を推進し、障害のある人等の安全な避難を確
保するよう努めている。

ウ　要配慮者利用施設等への対策
　要配慮者対策を推進するには、まず、地域における要配慮者の状況を的確に把握した上で、
社会福祉施設など要配慮者が入所している施設自らの対策を促進するための情報提供等を行う
必要がある。
　また、要配慮者や要配慮者利用施設への防災情報の伝達体制を整備し、入所者等の避難・救
出・安否確認などの警戒避難体制の具体化を促進するとともに、被災した場合の防災関係機関
への迅速な通報体制の整備及び避難先における入所者等の生活確保体制の整備を促進する必要
がある。同時に、要配慮者利用施設の職員や消防職団員、自主防災組織等が中心となって、地
域の実情に応じた支援体制をつくることが必要である。
　水災害時における要配慮者利用施設の利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、2017年
に「水防法」（昭和24年法律第193号）及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
推進に関する法律」（平成12年法律第57号。以下本章では「土砂災害防止法」という。）が改正
され、市町村地域防災計画に位置付けられた浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮
者利用施設の所有者又は管理者に対し避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務付けられた。
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また、2021年の法改正（「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」（令和３年法
律第31号））によりそれらの報告を受けた市町村長が施設管理者等に対して必要な助言・勧告
を行うことができる制度とすることで、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の実効性の確保を図
るとともに、全国防災訓練では、要配慮者利用施設等が市町村と連携し、地域の実情にあわせ
た防災訓練等を重点的に実施している。
　また、要配慮者の安全かつ迅速な避難が可能となるように、防災情報システム等の整備強化
を図ることに加え、洪水、津波、高潮、土砂災害等が発生した場合に備え、過去の災害や危険
箇所、情報入手方法、避難場所、避難経路等を具体的に示したハザードマップ等によるきめ細
かな情報の提供を推進し、防災意識の高揚に努めている。
　さらに、山地災害危険地区等のうち病院、社会福祉施設等の要配慮者利用施設が隣接してい
る箇所において計画的な治山対策の推進を図っている。

エ　水害対策
　洪水被害を防止又は軽減することを目的に行う河川整備や、過去の高潮・津波等による災害
発生の状況等を勘案した海岸保全施設整備等を積極的に推進することとしている。浸水被害は
被災後従前の生活に戻るまでに多大な労力を要し、障害のある人にとって日常生活に著しい負
担をもたらすものであるため、そうした被害に対しては、再度災害の防止を図るためのハード
整備を着実に推進するとともに、ハザードマップなどの円滑かつ迅速な避難を支援するソフト
対策を一体的に行っている。特にハザードマップに関しては、視覚障害者も含めて誰もが水害
の危険性や取るべき行動を理解できるよう、「ハザードマップのユニバーサルデザインに関す
る検討会」を立ち上げ、わかる・伝わるハザードマップのあり方について検討を進めている。
　また、様々な河川情報を地方公共団体や国民に迅速かつ的確に伝達するため、インターネッ
トや地上デジタル放送等によりリアルタイムで情報提供しており、特に雨量・水位が一定量を
超えるなどの緊急時においては、迅速な水防活動を実施するために、警報等で危険を知らせて
いる。渇水時においても情報提供を推進しており、全国のダムの貯水状況、取水制限、給水制
限を受けている市町村に関する情報等の提供を行っている。

オ　土砂災害対策 
　土砂災害対策については、社会福祉施設等を保全するため、土砂災害防止施設の整備を推進
し、激甚な土砂災害を受けた場合は早急に再度災害防止対策を実施する。
　また、地方公共団体の防災活動や国民の警戒避難行動等を支援し、土砂災害から人命を守る
ため、気象庁及び都道府県が共同して、土砂災害警戒情報の提供を行っており、2014年の「土
砂災害防止法」の改正により土砂災害警戒情報が法律上に明記されるとともに、市町村への通
知及び一般への周知が都道府県に義務付けられている。

カ　防火安全対策
　全国の消防機関等では、春、秋の全国火災予防運動を通じて「特定防火対象物等における防
火安全対策の徹底」等を重点目標として取り組んでおり、障害のある人等が入居する小規模社
会福祉施設等においては、適切な避難誘導体制の確保を図るとともに、消防法令違反の重点的
な是正の推進など必要な防火安全対策の徹底を図っている。
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キ　音声によらない119番通報
　多くの消防本部では、聴覚・言語機能に障害のある人を始めとする音声通話による119番通
報が困難な人のために、FAXや電子メールなどの通報手段を提供している。
　また、消防庁では、スマートフォン等を活用して、音声によらない円滑な通報を行えるシス
テム（Net119緊急通報システム）について、2017年３月に標準仕様等を取りまとめ、各消防
本部での導入を促進するとともに、厚生労働省と連携して障害のある人への周知・利用促進に
も取り組んでいる。
　さらに、2021年７月から開始された公共インフラとしての電話リレーサービスによる緊急通
報については、サービス開始時点より全ての消防本部で対応可能となっている。

ク　震災における障害のある人たちへの主な支援
　東日本大震災及び熊本地震に伴い、被災地、被災者に対して講じられた施策のうち、障害の
ある人への支援の一環として実施してきたものとして、主に次のような施策がある（2022年３
月現在）
①　利用者負担減免等
　厚生労働省は、障害のある人や障害福祉サービスの提供を行う事業者に対し、以下のよう
な利用者負担の減免や障害福祉サービスに係る措置を弾力的に行うよう通知等を行った。

（ア）利用者への対応について
・�被災した障害のある人等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担を市町村が免除した
場合、この利用者負担額について、国がその全額を財政支援することとした。

（イ）障害福祉サービスの提供について
・�被災者等を受け入れたときなどに、一時的に、定員を超える場合を含め「人員配置基準」
や「施設設備基準」を満たさない場合も報酬の減額等を行わないこととした。

・�また、やむを得ない理由により、利用者の避難先等において、安否確認や相談支援等の
できる限りの支援の提供を行った場合は、これまでの障害福祉サービスとして報酬の対
象とすることとした。

・�避難所においてホームヘルプサービスを提供した場合も報酬の対象とすることとした。
・�さらに、利用者とともに仮設の施設や他の施設等に避難し、そこにおいて障害福祉サー
ビスを提供した場合も報酬の対象とすることとした。

（ウ）介護職員等の派遣、避難者の受入等
・�各事業所等において、介護職員等が不足している場合には、国や県などの調整を受けて、
別の事業所等より介護職員等の派遣を行った。

・�また、被災等により利用者の避難が必要である場合には、国や県等において調整を行い、
受入先を確保した。

（エ）被災地における障害福祉サービス等の再開支援について
・�震災により被害を受けた障害者支援施設等の復旧事業や事業再開に要する経費に関する
国庫補助事業を実施し、復旧支援を行った。

・�甚大な被害を受けた被災地の障害福祉サービス事業所等が復興期においても安定した
サービス提供を行うことができるよう、被災県ごとに支援拠点を設置し、
（a）障害者就労支援事業所の活動支援（業務発注の確保、流通経路の再建等）
（b）福祉・介護職員等の人材確保のための支援
を行うための予算措置を行った。
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